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固定資産の譲渡（追加）、既存借入金の期限前弁済及び 

特別利益、特別損失の発生に関するお知らせ 

 

 当社は、2021年６月 25日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産の譲渡及び

既存借入金の期限前弁済を行うことを決議いたしました。これに伴い特別利益及び特別損

失が発生しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 譲渡の理由 

 当社は、2020 年 10 月 23 日付「固定資産の譲渡に関するお知らせ(方針決定)」のと

おり、高速カーフェリー「あかね」を譲渡する方針を決議し、同船の売却先を検討して

きましたが、今般、譲渡先候補との交渉がまとまったことから譲渡することを決議い

たしました。 

 

２． 譲渡資産及び譲渡の概要 

資産の内容及び名称 

船舶（高速カーフェリー） 

あかね（総トン数 5,702 トン） 

竣工年月 2015 年４月 

譲渡価額 3,050,000 千円 

帳簿価額 2,409,000 千円（2021 年５月 31 日現在） 

譲渡損益 未定 

  (注１) 帳簿価額は、地元自治体（佐渡市及び上越市）への補助金返還に伴い圧縮記帳 

戻入れを行うため、今後変動いたします（上記の帳簿価額は圧縮記帳戻入れ前の 

ものであります）。帳簿価額は確定次第、お知らせいたします。詳細は、「６.特別 

利益及び特別損失の発生 (1)補助金返還について」をご参照ください。 

会  社  名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社 

代 表 者 名  代表取締役社長  尾 﨑 弘 明 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９１７６） 

問合せ先  

取締役総務部長 

  

三 富 丈 堂 役職・氏名 

電話番号 ０２５－２４５－２３１１ 



(注２) 譲渡損益は、公表日現在、上越市から補助金返還の通知を受領していないため、
帳簿価額を確定できないことから未定とさせていただきます。譲渡損益は確定次
第、お知らせいたします。 
 

３． 譲渡先の概要 

（１） 名 称 Forde Reederei Seetouristik Iberia SL 

（２） 所 在 地 
Polígono Industrial de la Vega C/ La Linea de 

la Concepcíon, 3.,11380 Tarifa,Spain 

（３） 代表者の役職・氏名 

President : Tim Gädecken, Ronny Moriana 

Glindemann, Christian Baumberger, Götz 

Becker 

（４） 事 業 内 容 海運業並びに船主業 

（５） 資 本 金 € 8,700,000（約 1,151 百万円） 

（６） 設 立 年 月 日 1999 年 1 月 28 日 

（７） 純 資 産 非開示 

（８） 総 資 産 非開示 

（９） 大株主及び持株比率 FRS Europe Holding GmbH 100% 

（10） 当 社 と の 関 係 
資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者とし
て特筆すべき事項はありません。 

  （注１）純資産、総資産は、譲渡先が非開示のため、把握できておりません。 

（注２）本契約の正当な履行については FRS Europe Holding GmbH が全責任を負い 

保証いたします。 

 

（参考）FRS Europe Holding GmbHの概要 

（１） 名 称 FRS Europe Holding GmbH 

（２） 所 在 地 
Norderhofenden 19-20, 24937 Flensburg, 

Germany 

（３） 代表者の役職・氏名 
President : Christian Baumberger, Götz 

Becker, Jan Kruse 

（４） 事 業 内 容 海運業並びに船主業 

（５） 資 本 金 € 50,000（約 6,614 千円） 

（６） 設 立 年 月 日 2009 年 11 月 9 日 

（７） 純 資 産 非開示 

（８） 総 資 産 非開示 

（９） 大株主及び持株比率 FRS Europe Holding GmbH & Co. KG 100% 

（10） 当 社 と の 関 係 
資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者とし
て特筆すべき事項はありません。 

  （注）純資産、総資産は、譲渡先が非開示のため、把握できておりません。 

  ※1€＝132.28円（2021年６月 24日現在） 

 

 

 



４．譲渡の日程 

  取締役会決議  2021年６月 25日   

  契約締結日  2021年６月 25日 

船舶引渡日  未定 

 

５．既存借入金の期限前弁済 

  当該固定資産取得の際には、取引金融機関等からの借入を行い、当該固定資産について 

抵当権等の設定を行っております。固定資産譲渡に際しては、抵当権等を解除する必要が 

あるため、期限前弁済を行うものです。なお、期限前弁済の概要は以下のとおりです。 

期限前弁済日  2021年７月５日（予定） 

  期限前弁済額  2,495,975千円 

  

６．特別利益及び特別損失の発生 

 (1) 補助金返還について 

 当該固定資産取得の際には、航路関係自治体である佐渡市及び上越市より補助金の 

交付を受けており、当該固定資産の譲渡に当たっては補助金の一部返還が生じます。こ 

れにより、補助金返還額を特別損失に計上いたします。また、当該固定資産については 

補助金の交付を受けた際に圧縮記帳を行っておりますので、補助金返還に伴い圧縮記 

帳の一部について戻入れを行い、固定資産圧縮額戻入益を特別利益に計上いたします。 

なお、佐渡市からは補助金の一部返還及び返還期限（船舶引渡日から１カ月以内）の 

通知を受領しておりますので、前述の会計処理を行うことにより、以下のとおり特別利 

益、特別損失を計上する予定です。 

固定資産圧縮額戻入益（特別利益）     579,306千円   

     補助金返還損失引当金繰入額（特別損失）  500,804千円 

 

また、上越市への補助金返還につきましては、当該固定資産の引渡し後に返還額及び 

  返還時期の通知を受領する見込みとなっており、同様の会計処理を予定しております。 

通知を受領次第、お知らせいたします。 

 

 (2) 期限前弁済に伴う解約手数料について 

期限前弁済を行うことにより、一部の借入金については契約に基づき解約手数料が 

発生するため、解約手数料を特別損失に計上いたします。 

    解約手数料（特別損失）            61,212千円 

                         

７．今後の見通しについて 

  当該事象の発生による 2021年 12月期決算の損益及び連結損益に与える影響額につき

ましては、現在精査中であり、数値が確定次第、お知らせいたします。 

 

                                                             以上 


